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経 済論叢(京 都大学}第159巻 第4.号,1997年4月

ポ ー ラ ン ドの市 場 経 済 移 行 と

IMFコ ンデ ィシ ョナ リテ ィ

津 久 井 陽 子

亘 は じ め に

ポ ー ラ ン ドは1989年9月 の統 一労 働 者 党 政 権 の崩壊 後,ユ990年1月 か らIM

Fの シ ョ ック療 法 に よ る市場 経 済 移行 を 開始 した。 その 過程 で深 刻 な不 況 が 生

じ,改 革 の継 続 が 危 ぶ まれ る事 態 が生 じた た め,多 くの シ ョ ック療 法 に対 す る

批 判 が行 なわ れ て きた 。 そ の なか で も体 制 移 行 にお け る諸 制 度 の形 成 の役 割 を

重 視 す る新 制 度 主 義 の 論調 は 早急 な移 行 政 策 に対 す る反省 か ら当 のlMFの 政

策 に も と り入 れ られ る とこ ろ とな っ て お りη,ま た実 際 的 に もFUへ の 経 済 統

合 を進 め る う えで,EUの 制 度 の 移植 は重 要 な政 策 課 題で あ る。

本稿 で は ポ ー ラ ン ドの 市場 経 済 移行 に あた って まず課 題 とされ た安 定 化 政 策

の 過程 をIMFコ ン デ ィ シ ョナ リテ ィの果 た して きた役 割 に注 目 して分 析 し,

体 制 移行 を 国際 的 連 関 の な か で と らえ る必 要 性 を指摘 した い。

叙 述 の 順 序 は 以 下 の よ う に行 な う。 ま ず 体 制 移 行 プ ロ グ ラ ムの 概 要 を 示 し

田),次 に それ に よ って もた らさ れ た1990-91年 不 況 下 の 産業 構 造 の変 容 と財

政危 機 に よ って 一 定 の 政 策修 正 が 行 なわ れ る に至 る過程 を説 明す る(皿)。 そ し

て1992年 以 降 の 景 気 の 回復 過 程 で 懸 案 で あ った 財 政 改 革や 国営 企 業 の不 良 債 権

処 理,大 規 模 民 営 化 が 着 手 さ れ,構 造 改 革 が 進 んだ こ と,お よび それ が 先 進 諸

国 に よ っ て評 価 され て 債 務 削 減 が 実現 し,国 営 大 企 業 の 民営 化 が 本 格 化 す る可

能性 が広 が った とい う こ とを 結論 づ け る(W)。

1)VLtoTanzi,Final1'olidP.mEconomiesinTransition.IMF,1992.p.2.
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11市 場経済移行プログラムの概要

(1)1980年 代末の経済状況

ボ ー ラ ン ドの市 場 経 済 移 行 は,1970年 代 以 降深 刻 化 した対 外 債 務 問題 の た め

IMFの 構 造 調 整 の枠 組 み の 下 で行 なわ れ る こ とに な った 。 まず そ の経 過 を以

下 に概 括 して お く。

ギ エ レク(E,Gie■ek)政 権(1970-80年)は,1968年U月 に 決 定 さ れ た 経

済 改 革案 が1970年12月 に食 料 品 価 格 の大 幅値一ヒげ に反 対 す る労働 者 の 暴動(12

月 事 件)に よ って頓 挫 す る なか で 成 立 した 。 ギ エ レ クは西 側 借 款 の 導.入に よ る

高 度 成 長 政 策 を採 用 し,1970年 代 半 ば には1950年 代 の工 業 建 設 の最 盛 期 を上 回

る蓄 積 率 が 記 録 さ れ る一 芳 で,対 外 債 務 は1989年 に は400億 ドルに膨 張 した 。

債 務 輸 出比 率 が1980年 代 を通 じて200-30⑪%2)に の ぼ り,債 務 の返 済 が 不 可 能

とな るな か,物 資 の不 足 が 日常 化 し,物 価 が 高騰 した 。

政 府 は こ う した経 済危 機 の原 因 を 中央 計 画 経 済 体制 の硬 直 性 に求 め,1982年

に企 業 の 自立 性,自 己資 金 調 達,労 働 者 自主 管 理 を 原則 とす る経 済 改 革 を行 な

い,次 い で ユ988年 に は これ まで 手 が つ け られ て い な か った補 助 金 の 削 減 に踏み

だ した 。 しか し この試 み は1981年 ユ2月に施 行 され た戒 厳 令 の下 で 自 由化 が 部分

的 に止 ま った た め に,労 働 規 律 の弛 緩,官 僚 層 の 腐敗 が進 み,経 済 管 理 の 一層

の混 乱 を きた す 結 果 とな った 。 ポ ー ラ ン ド政 府 は社 会 主 義体 制 の枠 内で の改 革

を 断 念 し,1988年12月 に市 場経 済 へ の移 行 を宣 言,ま た 政 治 的 に も1989年2月

に 「連 帯 」 との 間で 円 卓 会 議 が 行 な わ れ,部 分 的で は あ りなが ら戦 後 初 め て の

自由 選挙 を6月 に実 施 す る こ とを 決 定 した。 こ の選 挙 で 「連 帯 」 は 圧勝 し,9

月 にマ ゾ ビ手 ツキ(T.Mazowiecki)を 首 班 とす る 「連 帯」 政権 が 成 立 した 。

この 闇経 済状 況 は さ ら に悪 化 し,円 卓会議 に お け る合 意 に よ って,食 料 品価

格 の 自由.化と賃 金 の100%物 価 ス ライ ド制 が 導 入 され た後,激 しい ハ イパ ー.イ

ンフ レー シ ョンが 発生 した。 ポ ー ラ ン ドの 市 場 経 済 移行 が 安 定 化 を第 一 の 課 題

2>TheWorldBank,WorldDebtTables1993-94,VoL2,19-93,p.366.

ー
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と し た こ と は 蓋 し当 然 で あ っ た 。.

(271)33

② バル ツェロビッチ ・プランの登場

ポ ー ラ ン ドの 市 場 経 済 移 行 プロ グ ラム は,IMFの 顧 問 と して,ボ リ ビ アを

は じめ とす る重 債 務 国 の 構 造 調 整 に携 わ っ て き た ハ ーバ ー ド大 学教 授 の サ ック

ス(J.Sachs)の 提 言 に基 づ い て策 定 され た。 これ は 当 時 の バ ル ツ ェ ロ ビ ッチ

(L.Balcerowicz)蔵 相 の 名 を とっ て バ ル ツ ェ ロ ビ ッチ ・プ ラ ンと 呼 ば れ て い

る。

バ ル ツ ェ ロ ビ ッチ に よ る と,体 制 移 行 プ ロ グ ラ ムは財 政赤 字 の縮 小,マ ネー

サ プ ラ イの 抑 制;賃 金 管 理,為 替 レー トの 固 定 な どの 手段 に よ る マ ク ロ経 済 の

安 定 化,国 家 介 入 の排 除 に よ る ミク ロ経 済 の 自由 化,お よび基 礎 的 な制 度 改 革

を3つ の 柱 とす る包括 的 パ ッケ ー ジで あ る。 制 度改 革 は既 述 の ミク ロ経 済 の 自

由化 と機 構 お よ び サ ブ シス テ ム全 体 の 改 造 を内 容 とす る。 ボ ー.ラン ドにお い て

は 共 産 党 政 権 下 で行 なわ れ た 漸進 的改 革 の失 敗 と3つ の 政 策 の 問の 強 い 相 互 連

関 を 念 頭 に安 定 化 の実 施 と同 時 に ラデ ィ カル な 自由化 と制 度 改 革 を行 な う選択

が 行 な わ れ た%こ の 意 味 で ポ ー ラ ン ド改革 は 典 型 的 な シ ョ ック療 法 で あ り,

旧 ソ連 ・東 欧諸 国 の体 制 移 行 の 最 初 の モ デ ル ケ ー ス と して,そ の成 功 の た め に

改 革 に先 立 つ89年 に10億 ドルの 通 貨安 定化 基 金 が 設 置 され た こ とを は じめ,I

MF・ 先 進 諸 国 の格 別 の支 援 の も とで 行 なわ れ る こ とに な った㌔ バ ル ツ ェ ロ

ビ ッチ ・プ ラ ン は1990年1月1日 か ら実 施 に移 され た 。次 第 で そ の シ ョック療

法 の遂 行 過 程 をみ て み よ.う。

↑

3)LeszekBalcerowlcz,豚 細 〃捌,(hμzρ 耐 用,Tπ απψ ηp磁 εoπ,CentralEuropeanUniveni[y

Pre.,1995,p.318、320.サ ッ ク ス の 見 解 に つ い て はDavidLiptonand∫efferySachs,℃ 思ahng

aMarketEconomyinEasternEurope=TheCaseofPoland,B㎜ 吻々 ∫ 君ψ ピr5ひnEconomic

A`ε 朗`ツL1990,PP,99-100を 参 照 。

4)旧 ソ 連 ・東 欧 諸 国 へ の 二 国 間 ・多 国 間 援 助 に つ い て は,UnitedNationsEconomicCommix-

sionforEurope,伽 即 知`S肝 胆yげ&6π ♪押 ゴ舩1側,2-7.9.93,1993,.p.24⑪.を 参 照 。
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(3}安 定化政策の遂行

安 定 化 の 遂 行 過 程 につ い て み る と5,,価 格 自由化 の た め,消 費 財,生 産 財 の

そ れ ぞ れ5%を 除 いて 補 助 金 が 廃 止 ・.削減 さ れ,石 炭 価 格 や 電 力 料 金 は 規制 を

残 しなが ら も300-600%引 き上 げ られ た 。 ま た単 一為 替 レー ト導 入 の た め に 為

替 レー トは1ド ル=650⑪ ズ ロチ か ら1ド ル=9560ズ ロチ に切 り下 げ られ た 。 この

た め1月 は イ ン フ レ率 は月 率78%に 達 した が,政 府 は イ ン フ レの 昂 進 を抑 制 す

る ため,通 貨 政策 に お いて は,マ ネー サ プ ラ イ管理 に加 え,イ ン フ レ率 を 上 回

る 名 目金 利 を設 定 し,過 去 の債 務 に遡 及 して 適 用 す る特 別措 置 を と った 。 為 替

第1衰1988-92年 に お け る財 政 収 支 (%,#}CDP)

1988 1989 1990 1991〔a)1991(n〕1992

歳入総計.

うち

取引税 ・関税

法 人 所 得 税

賃 金 税

個 人 所 得 税

そ の 他

35.6

12,9

13.4

4,2

5.1

29.7

8.8

12.1

5.0

*

3.8

32,5

7.1

17.7

4.4

*

3.3

26.8

8.5

8.7

5.3

4.3

22.7

8.4

7.7

4.7

零

2.0

23.9

9.9

4.4

1.3

5.5

2.8

歳出船計

うち

投 資 支 出

補.助 全

社会保障費

人 件 費

経 常 支 出

37,0

5.3

16.0

1.5

4.0

31.7

35.7

4.1

12.5

2.3

6.0

31.6

31.9

3.6

・7 .1

3.3

5.7

28.3

30.3

3.0

3.7

4.7

7.2

27.8

27.3

1.9

3.7

4.7

6,5

25.3

292

1.5

3,4

7.1

7.8

18.1

財政収支 一1
,4.一6.0 0.6 一3

.9
一4

.4
一5

.3

(注)1)199⊥ 年 に 中央 財 政 か ら地 方 財 政 が 分 離 さ れ た。a)は 未 分 離,b)は 分 離 後 の 数値 で あ

るD

2}*は 財 政改 革 の前 後 で 存 在 しな い 費 目を 示 す。

(出 所)1988-1992年Ala血deCr。mbrugghe"ThePolishG。ve㎜.tBudgetStnトilizan。n

andSu5tainahility",inK置lma皿Mizseied.,DevelopingPublicFin,.inEmerg.mgMar一

如ε盈 ・r,πθ加 ど5.TheIn5tltutcf【}rEastW鰍SIIldi鵬,1994,p.99.原 資 料 は ポ ー ラ ン ド大蔵

省 資 料 。

5)以 下,DavidLiptonand.kfferySachs,OP.,it、pp.112-115.
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第2表1989-93年 に お け る経 常 収 支

(273)35

(百 万 ドル)

1989 1990 1991 1992 1993

経 常 収 支

貿 易 収 支

商 品 輸 出

商 品 輸 入

サ ー ビ ス 収 支

移 転 収 支

利 払 い 収 支

利 子 受 取

利子支払(満 期)

うち支払

減免

一1.419716

2402,214

7.575.10,863

7,3358,649

-228一 ユ50

1,6561,981

-3
,087-3,329

382581

-3,4693,910

1,066430

368

一1
,359-269

51512

12,76013,997

12,70913,485

236429

1,2172,929

-2,863-4,139

541527

3,4044,666

8881,095

8712,407

一2
,329

-2
,293

13,585

15,878

469

3,019

-3,524

400

3,924

870

2,095

(出 所)WarsawSchooLofEeonomics,WorldEcono皿yResearchInsnture,勘 如 舷 画 勘 ¶"'ゴo躍 ・

α!Ef侃 襯 ゴ`R6♪ θrZ,1993.p.141,1994.p.155.原 資 料.は ポ ー ラ ン ド国 立 銀 行 統 計 。

政 策 にお い て は,9⑪ 年1月 か ら9ユ年5月 ま で1ド ル ≡9500ズ ロチ の 固 定 レー ト

を維 持 し,為 替 切 り下 げ によ るイ ンフ レを 回避 した 。 賃 金 政 策 に お い て は,イ

ン フ レ率 に対 して 定 め られ た 許容 幅 を超 え る賃 上 げ を行 な う事 業 者 に対 して高

率 の超 過 賃 金 税 を導 入 した 。 そ の結 果,年 間 イ ン フ レ率 は1990年 の585.8%か

ら1991年 には70、3%に 低.ド しδ,,財 政 収 支 は,第1表 にみ られ る よ う に1980年

代 に,GDPの1/6を しめ た 補助 金 支 出 が90年 に は7%の 水 準 に低 下 した こ

とを主 な 要 因 と し て,対GDP比0.6%の 黒 字 に転 じ,貿 易 収 支 も第2表 に見

られ る よ うに,為 替切 り下 げ に よ って1990年 は22億1400万 ドル の黒 字 を計 上 し

た 。

こ う した イ ン.フレの鎮 静 化 と財 政 収 支,貿 易 収 支 の黒 字 化,物 資 の 不 足 の解

消 を も って1990年 の前 半 は シ ョ ック療 法 の 成功 が うたわ れ た 。 しか しこ う した

デ フ レ政 策 は 深刻 な不 況 を もた ら し,体 制 移行 は 当 初 の楽 観 的 観 測 どお りに順

調 には 進 ま な くな っ た。 次 章 で そ の 過 程 を 考 察 しよ う。

6)Li..P.Ebb【etal.,Pola躍4,ThePathto配 蜘r加Eρ 棚oη 聖γ,1]MFOcca5bnalP叩erNり.

113,1994,p.99.
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1111990-91年 不 況 とIMFの 政 策修 正

(1)1990-91年 不況による生産低下

バ ル ツ ェ ロ ビ ッチ ・プ ラ ンの 実施 に よ って,ポ ー ラ ン ドのGDPは ユ990年 に

11.6%,1991年 に7.6%低 下 しη,深 刻 な不 況 が 生 じた 。

まず,貿 易 につ い て は,】991年6月 の コメ コ ン解 体,1992年 の ソ連 市 場 の崩

壊 に よ っ て,機 械 ・輸 送 機 器 な ど従 来 の コメ コ ン貿 易体 制 にお け る主 要 輸 出 品

目の 輸 出 は激 減 し,ポ ー ラ ン ドの 主 な貿 易相 手 国 は コ メコ ン諸 国 か らEU諸 国

に転 換 した 。 経 常 収 支 は 第2表 の 示 す よ うに,1990年 は 一 時 的 に7億1600万 ド

ルの 黒 字 を 計 上 した が,イ ンフ レの 進 行 に よ り1991年5月 の為 替 切 り下 げ と ク

ロ ー リ ング ・ペ ックへ の移 行 後 も実 質 為 替 レー トの増 価 傾 向が 継 続 し,商 品輸

入 が 増 加 した こ とを原 因 と して1991年 に は13{g5900万 ドル の赤 字 に転 じた 。 そ

の後 も赤 字 が 続 い た た め1992年2月,ユ993年8月 と為 替 の切 り下 げが 行 なわ れ

た 。 この 過 程 で 西 側 製 品 の ポ ー ラ ン ド市 場 へ の 流 人 が 進 ん だ。

農 業 の 場 合,農 産物 の政 府 買 い付 け制 度 が 廃 止 され,補 助 金 に よ って 安価 に

供 給 され て い た 肥 料 や 農業 機 械 の価 格 が 市 場 価 格 とな り経 営 が 悪 化 して い た.と

きに補 助 金 つ きのECか ら の農 産物 輸 入 が 著 増 した 。 この た め1990年6月 の 農

業 者 の 占領 事 件,道 路 閉鎖 な ど農民 に よ る抗 議 行 動 が発 生 し,政 府 も関 税 引 き

上 げ な どの 措 置 を 講 じざ る を得 な くな った

こ こで1991年 ユ2月に ポ ー ラ ン ドとEUと 問 に締 結 さ れ た 欧州 協 定 につ い てふ

れ て お こ う。 欧 州.協定 は ポ ー ラ ン ドの最 終 的 なEU加 盟 を 目標 と して政 治 ・経

済 協 力 を進 め る こ とを 規 定 した二 国 間協 定 で あ り,他 の東 欧 ・バ ル ト諸 国 もそ

れ ぞ れ 同 様 の 協 定 を 結 ん で い る 。通 商 関連 条 項 は1992年3月 に発 効 した が,こ

れ はEUが 経 済 支 援 の 意 味 で先 行 的 に.市場 開放 を行 な い,施 行 後最 大10年 以 内

に漸 次 自由貿 易 地 域 を 樹 立 す る こ とを規 定 した も ので あ る。 しか しポ ー ラ ン ド

の輸 出競 争 力 のあ る鉄 鋼,化 学 製 品,靴 ・繊 維 ・衣 料,食 品 製 品 はEU域 内生

7〕1西国4,P.99.
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産 者 保 護 の た め 関 税 の 引 き下 げ ス ケ ジ ュー ル を遅 らせ る ヂセ ンシ テ ィブ製 品」

に指 定 され た ほ か,1992-93年 にか けて 鉄 鋼,化 学 製 品,農 産物 に対 す る反 ダ

ン ピ ング関税 が頻 繁 に発 動 され る な ど,ポ ー ラ ン ドの輸 出拡 大 に と っ て その 役

割 は限 定 され る こ とに な った 。

また,一 連 の デ フ レ政 策 に よ って 企 業財 務 は悪 化 した。 と りわ け国 営 企 業 は

大部 分 の補 助 金 が 停 止 され た こ とに 加 え,民 間企 業 育 成 の た め に,価 格 自由化

後 の再 評 価 に基 づ い た32%の 固 定資 産税 の導 入,超 過 賃 金 税 の 民 間 部 門 で の撤

廃 後 の継 続 な ど,過 重 な税 負 担 が 課 せ られ た た め に企 業 間 決 済 の 延 滞納 に よ る

不 良債 権 の累 積 が 深 刻 化 した 。1993年 以 降 そ の処 理 が 開始 され るが,そ の 内容

はIV(Dで 後 述 す る。

こ う した過 程 を経 て,1989年 と比 較 した1992年 の生 産 高 は繊 維 は52%,非 鉄

金 属 は43%,機 械 は42鬼 低 下 し,全 製 造 業 で は30.4%低 下 した81。 これ ら は コ

メ コ ン分 業 に 従 事 した 国営 大 企 業 の比 重 の高 い 部 門 で あ る。実 質所 得 につ い て

み る と,実 質 平 均 賃 金 は,90年 に39.8%,9ユ 年 に8.4%低 下 し,農 民 の実 質所

得 は90年 に42.6%,91年 に39.3%低 下 した91。 失 業 率 は1990年6.5%,1991年

11.4%と 増 加 しLの,と りわ け民 間部 門 に よ る雇 用 創 出 の少 な い農 村 部 にお け る

貧 困 問 題 は深 刻 で あ った 。

(2/国 営企業の民営化

ポーランドでは統一労働者党政権の末期から国営企業の民営化が進行 したが,

本格化するのは1990年7月 に成立 した国営企業民営化法の施行以後である。こ

こでは1992年 までに行なわれた民営化政策の諸方式(国 営農場を除 く)を 吉野

悦雄氏の研究か ら要約することによって示 しておこう。

a)1981年9月 の国営企業法(90年 改正)第19条 が定める清算手続による

8)(=entralOfficeofPlanning,.∫ わ伽nd1992,TheSoc魚'ロ π4Ero7醒 σアπゴ`5ゴ'呶 々σ刀,1993,p.110.

g)WarsawSrh{,ofofEconomics,T7α 吋 わ朋 加&ThePn[ガ ∫ゐE60η`朋yI,1994,p.1昆.

10)IL鼠,P.6.
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民営化

これは1989年1月 の国営企業財務経営法が定めた資本使用料および法人税の

双方を納入できない企業に対して,設 立機関はただちに清算手続を開始するこ.

とができると定めている。実際にこの適用を受けたのは,従 業員が数十大規模

の小企業であり,雇 用政策上の観点から従業員が数百人以上の中規模以上の企

業に対 しては清算は執行されなかった。

b)1990年7月 の国営企業民営化法が定める清算手続による民営化

これは企業資産の活用形態 として,イ)従 業員持ち株会社が国庫ま.たは県か

ら有料で賃借 して操業を続けるか,ロ 〉外資等が参加する株式会社を設立 して

そこに移管させるか,ハ)第 三者に売却するか,の3つ を定めている。最 も一

般的なケースはイ)の場合であ り,契 約 した賃貸期間が経過した後は従業員持

分会社がその資産を買い取ることが想定されている。産業別には,圧 倒的に建

設業が多く,地 方の工務店や都市の設計事務所がこの手続 きによって民営化さ

れた。ついで小売業が多く,工 業は相対的に少ない。

c)1990年7月 の国営企業民営化法が定める国庫全株所有株式会社化によ

る民営化

これは.まず国営企業を国庫全株所有株式会社に転換 した後,原 則2年 以内に

第三者に株式を譲渡する方法である。政府はこの方法を民営化の主要形態とす

る構想であったが,現 実には国営企業の財務状態の悪さのため,株 式会社化が

進まず,こ の法律によって民営化された国営企業はほんの少数にとどまった1%

国営企業の民営化の他に,小 規模の合弁企業や個人商店の新規設立が民間部

門の拡大に大 きな役割を果た し,1992年 以降の景気回復を主導 した。民間部門

の シェアは1992年 にGDPの49、7%,雇 用の53.7%(個 人農 を除外す ると

40.4%)に 達し,特 に貿易,建 設業では雇用の8割 を占めた12:,。所得の面でも

11)吉 野悦 雄 「市場 経 済 化 過 程 の ポ ー ラ ン ド農 業 〔1>一激 動 と齢 寂 一 」rロ シ ア ・東 欧 の 農 業』Vol.

6No.3,1994,PP-4-12.

12)OECD,&.θ 即 那f6S郡 【㎎脚 力r'Zμη41994,1994,P.19.
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非 農 業 民 間 部 門 賃 金 は 実 質 で ユ990年 に7.4%,1991年 に1.0%増 加.し たL%

(3)財 政危機の発生 とIMFの 融資停止

こ う した1990-92年 の不 況 の下 で の産 業 構 造 の 激 変 に対 応 して,財 政 危 機 が

発 生 し,IMFと の 取 り決 め を遵 守 す る こ とが 困 難 に な った。 第1表 が 示 す よ

うに,1990年 は 補 助 金 の大 幅 削 減(89年GDP比12.5%→7.1%)と 価 格 自 由

化 直 後 の価 格 つ りあ げ に よる企 業 収 益 の 好 転 に よ って もた らされ た 法 人 所 得 税

の増 収(同12.1%→17.7%)に よ って,IMFの コ ンデ ィシ ョナ リテ ィを超 過

達 成 し てGDP比O.6%の 財 政 収 支 黒 字 が 生 じた 。 しか し これ は一 時 的 な現 象

に と ど ま り,1991年 以 降,法 人 所 得 税 の 減収 と(90年17.7%一 ・92年4.4%〉,社

会 保 障 費 の 増大(90年3.3%→92年7.1%)に よ って財 政 赤 字 が 拡 大 した 。法 人

所 得 税 の減 収 は,1989年 比 で20%も のGDPの 落 ち込 み と民 間 部 門 の 捕 捉 率 が

低 い こ と に よ る もの で あ る。 社 会 保 障 費 の増 大 は,失 業 給 付 と早 期 退 職 の増 加

に よ る老 齢 年 金給 付 の増 大 と賃 金 税(1992年 以 降 は社 会 保 険 料)の 滞 納 に よ る

社 会 保 険 基 金 の 財 政破 綻 を国 庫 か らの 移転 に よ って補 填 してい る こ とに よ る 。

これ は要 す るに 不 況 に よ る所 得 低 下 を国庫 が 補 填 して い る とい う こ とで あ る 。

1991年9月 に財 政 赤字 の対GDP比 率 と イ ン フ レ率 がIMFの 成 果 基 準 を 上

回 った た めIMF融 資 が停 止 され た が,そ れ か ら1993年4月 の 融 資 再 開 まで の

期 間 は,財 政 ・金融 政 策 に お け る成 果 基 準 が緩 和 され る一 方 で,懸 案 の 税 制 ・

社 会 保 障 改 革 や 大規 模 民 営 化 が 着 手 され た とい う点 で,体 制 移 行 の 段 階 を 画 す

る。IMFは 融 資停 止 の後,U月 に は財 政 赤 字 目標 をGDP比5%か ら7%に

緩 和 す る修 正 予 算 を承 認 したが,こ の 政 策修 正 は政 治 的 に は1991年10月 の 総 選

挙 で の小 党 乱 立 の 結 果 もた らされ た政 局 の不 安定 化 を受 け て,そ れ まで 経 済 改

革 を主 導 して きた バ ル ツ ェ ロ ビ ッチ蔵 相 が 辞 任 した こ とに反 映 して い る。 労働

組 合 は改 革 当.初,政 府 支持 の立 場 か ら ス トラ イ キを 自制 してい た が,1991年 に

な る と大 規 模 な ス トラ イキ を起 こす よ うに な って い た 。

13>Warsaw鋭hoDbfEconomics,砂fゴ&.p.11、
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そ の 一方 で,政 府 は着 々 と市 場経 済体 制 に必 要 な制 度 改 革 を進 め た。 社 会 保

障制 度改 革 と して は,1990年 以 来数 次 の法 改 正 に よ って失 業 給 付 の資 格 要 件 の

厳 格 化 と受 給 金 額 ・期 間 の縮 小 を行 な っ た ほか,1991年11月 に年 金 改 革 法 案 を

通過 させ た。 た だ し,こ の年 金 改 正 は既 得 権 益 を侵 す もの と して量 高 裁 の 違 憲.

判決 を受 け,本 格 的 な改 革 は持 ち越 され る こ とに な っ た。 税 制 改 革 と して は,

1992年1月 に個 人所 得 税,1993年7月 に付 加価 値 税 を導 入 し,歳 入基 盤 の 強 化

に努 め た。1993年 以 降 則.政収 支 は好 転 す る。

また1993年2月 に企 業 ・銀 行 再 建 法,次 いで4月 に は大規 模 民営 化 法が 成 立

した 。 これ は これ まで 商 業,貿 易,建 設 業 に 比較 して民 営 化 が 遅 れ て い た 製造

業 お よび 銀行 の民 営 化 を本 格 化 す る もの で あ る。 そ の 内容 につ い て は次章 で検

討 す る こ とに しよ う。

IV制 度改革と民営化政策の進展

〔11企 業 ・銀 行金融再建法

臨1)で 述 べ た よ うな1990年 以 来 の デ フ レ政 策 に よ っ て,ポ ー ラ ン ドの 決 済 シ

ステ ムは 麻 痺 し,IME'に よ る と1991年 半 ば の監 査 の結 果 で は,1989年 に 中央

銀 行 か ら分離 さ れ た9つ の商 業 銀 行 の うち,民 営 化 され た2行 を除 く7行 の貸

付 資 産 の 平均16%は 回収 不 能 で あ り,22%は 回収 が 疑 わ し く,さ らに24%が 標

準 以 下 で あ り,回 収 不 能/不 確 実 の 債 権 は30億 ドル に の ぼ った1㌔ こ う した不

良 債 権 の 累積 は企 業 向 け融 資 の 停 滞,国 営 企 業 ・銀 行 の民 営 化 の遅 延 の原 因 と

な った た め,政 府 は93年2月 に成立 した企 業 ・銀 行 金 融 再 建 法 に基 づ い て不 良

債権 の処 理 を 開始 した 。 世 界 銀行 は4億5000万 ドルの 企 業 ・金 融 部 門調 整 融 資

を供 与 して これ を支 援 した 。

前 掲 のIMFの 報 告 書 に よ る と,不 良債 権 処 理 は以 下 の手 続 きに従 っ て進 め

られ る。 第1に 国 営 銀 行 は 不 良 債権 を分 離 し,そ の回収 ・管理 を担 当す る部 局

を 新 設 す る。 第2に,銀 行 は 回 収 不 能 債 権 の100%,回 収 が 不 確 実 な債 権 の

14)LiamP.EbrilletaL,op.ca.,p.35.

{



ポーランドの市場経済移行 とIMFコ ンデ ィショナIJティ(279)41

50%に 対 して引 当金 を計 上 し,1990*に 外 国 政 府 に よ り供 与 され た 通 貨 安 定 化

基 金 を原 資 と して発 行 され た5億6000万 ドル の 国債 の保 有 に よ って,資 産 の 積

み増 しを行 な う。 第3に 銀 行 は1994年3月(後 に4月 に延 期)を 期 限 と して,

支払 い を延 滞 してい る企 業 と更 正 計 画 を 作 成す る。 そ の手 段 には 支 払 い期 限 の

リス ケ ジ ュー リ ング,債 務 の 一 部 帳 消 し ・株 式 化 が 含 まれ,リ ス トラ計画 に合

意 で きない 場 合 は 破 産 を 申 し立 て る こ とに な る。 これ らの手 段 が 適 用 され ない

債 権 は1994年4月 末 ま で に売 却 され る。 第4に 銀 行 との 再建 計 画 に合 意 で き な

い場 合 で あ って も社 会 的 ・政 治 的 な理 由 に よ り政 府 が 当 該企 業 に対 して救 済 策

を とる余 地 を認 め て い るL%

通 貨 安 定 化 基 金 を 償 却 資 金 に転 用 す る に あた り,1996年 末 まで に銀 行 あ 民 営

化 を完 了 す る こ とが 条件 とされ た。 期 限 まで に民 営 化 が 完 了で きな けれ ば 基 金

の 利 用 は 停 止 さ れ るL6〕。 銀 行 の 民 営 化 は1993年4月 に ポ ズ ナ ン市 のWielko-

polskiBankKredytowyに 欧 州 復 興 開 発 銀 行(EBRD),AlliedIrishBank

PLCが 資 本 参 加 した の を皮 切 りに,カ トビ ッツ ェ市 のBankSlaskiに オ ラ ン

ダのING銀 行 が,ク ラ ク フ市 のBankPrzemyslowo-HandlowyにEBRD;

ING銀 行,大 和 銀 行,輸 出 銀行 で あ るBankRozwojuEksportuに ドイ ツの コ

メ ル ッ銀 行,開 発 銀 行 で あ るPolskiBankRozwojuに シ テ ィバ ン クが そ れ ぞ

れ 資 本 参 加 して い る 。

これ まで 銀行 の民 営 化 は不 良 債 権 問題 の た め難 航 してい た が,銀 行 の 民営 化

が 進展 すれ ば,ポ ー ラ ン ドの取 引 ・決 済 関係 は近 代 化 され,一 層 の 産 業構 造 の

変 化が もた らされ る こ と にな ろ う。

② 大規模民営化法

ポー ラ ン ドで は民 営 化 の 速 度 を上 げ るた め,1993年4月 に大 規 模 民 営 化 法 が

15)Ibid.,P.36.

ユ6)Credltanstalt,α π燃'蝕 π脚1ηQ麗 αr離 砂,澱 傭andFiguresonCenwa'伽dEra㎞E翼 πψ8

1凹 田.1996,P.68.
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成 立 し,個 別 売 却 に よ る民 営 化 に加 え て バ ウチ ャー方 式 の民 営 化 が 行 な わ れ る

こ と にな った 。 こ こで は 「大 規 模 民 営 化 」 とい う 日本 で 一 般 的 な訳 語 を用 い る

こ とに す る が,対 象 とな って い る企 業 は比 較 的経 営 状 態 の 良 い 中 小 企 業413社

で あ り,大 企 業 を対 象 と してい るの で は な く,ま た そ の規 模 も限定 され て い る

こ とに注 意 す べ きで あ る。

そ の仕 組 み は以 下 の とお りで あ る。 ま ず民 営 化 企 業 の株 式 を運 用 す る国家 投

資 基 金 が15創 設 され,民 営 化 対 象 企 業 の株 式 は33%は 担 当 の基 金 に,27%は そ

の他 の 基 金 に,15%は 企 業 の従 業 員 に無 償 で 配 分 さ れ,25%は 政 府 が 保 有 す る。

1国 家 投 資 基 金 あ た り7-8企 業 の 筆 頭 株 主 とな る。 この 国家 投 資 基 金 の フ ァ

ン ドマ ネ ー ジ ャ ーに は 欧米 の投 資 信 託 会 社 が 就 任 し,企 業 の合 理 化 や 売 却 の 仲

介 を行 ない,基 金 の 運用 成 績 を上 げ,株 式 市 場 へ の 上 場 を め ざ す。 ま た その 運

用 を 監視 す るた め に,ポ ー ラ ン ド人 が3分 の2以 上 を 占 め る監 査 役 会 が 設 置 さ

れ た。 成 人 国民 は月収 の1割 程 度 の 料 金 で 国 家 投 資 基 金 の株 式 購 入 権 で あ るバ

ウチ ャー を購 入 す る こ とが で きる1%

1995年11月 にバ ウチ ャー の販 売 が 開 始 され,基 金 の 運用 が 始 ま っ たが,96年

5月 末 まで に2800万 人が バ ウチ ャー の 購 入 を 申 し込 み,1100万 人 が バ ウチ ャー

を購 入 したW。1996年7月 には ボ ー.ラン ド第4位 の セ メ ン ト企 業 で あ る ノ ビニ

社 が ドイ ツ第3位 の デ ィ ッカ ー ホ フ社 に売 却 さ れ た 。 これ は プ ロ グ ラ ム最:大の

合 併 ・買 収 案 件 とい われ,こ の 成 功 に よ って 基 金 の 運営 方 針 を め ぐって しば し

ば対 立 が 生 じて い た 金融 機 関 と監 査 役 会 の 間 の 力 関係 は金 融 機 関優 位 に な る と

い う.見方 も出 て い る"1が,プ ロ グ ラ ムに対 す る評 価 を 行 な うに は まだ不 確 定 要

素 が 多 い 。

〔3)債 務 削 減 交 渉 の 成 立

ポ ー ラ ン ド に と っ て 債 務 問 題 の 解 決 は 市 場 経 済 移 行 を 成 功 裡 に 行 な う う え で

17)MinistryofPrivatization,InformationrelatingtotheUdversalShoreCenhmty1995,p.10-14.

18)WanaaVim,Pvlay26,1996,P.9

19)日 本 経 済 新 聞,1996年7月23日(夕)。
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対 外 的 な最 重 要課 題 で あ った 。1990年 の対 外 債 務 残 高489億8300万 ドル の うち,

パ リク ラ ブ に対 す る 公 的債 務 が327億7800万 ドル ,ロ ン ドン ク ラ ブ に対 す る民

間 債 務 がill億6400万 ドル2。〕と.公的 債 務 の 比 率 が 高 か った こ とが ポ ー ラ ン ドの

体 制移 行 に対 す る支援 策 と して の交 渉 の妥 結 を容 易 に した 。 「'

まず,パ リク ラ ブ は1991年3月 に公 的 債 務 の削 減 に 合 意 した 。 そ の 内 容 は

1994年3月 まで の利 払 いの80%を 削 減 し,そ の後 第二 段 階 と して純 現 在 価値 の

50%を 削 減 す る とい う,ポ ー ラ ン ドの よ うな 中所 得 国 にあ って は特 例 的 な優 遇

措 置 で あ った21)。これ は ア メ リ カが 欧州 復 興 開発 銀行 の設 立 に対 す る議 会 の批

准 を条件 に主 要 な債 権 国 で あ る欧 州 諸 国 に圧 力 をゆ け て実 現 した もの で あ る。

ポ ー ラ ン ド政 府 に対 して は,ユ990年11月 の 大統 領 選 挙 で シ ョッ ク療 法 に対 す る

政 治 的不 満 が 表 出 し,そ の継 続 が危 ぶ まれ てい 窄 と き,1991年1月 に成 立 した

ビエ レツ キ新 内 閣 に お け る バ ル ツ ェ ロ ビ ッチ 蔵 相 の留 任 を 要求 した
。1994年3

月 に は公 的 債 務 削 減 の 第二 段 階 を行 な う こ とが 合意 さ れ る とと もに,ロ ン ドン

ク ラ ブ との 間で 民 間債 務 削 減 交 渉 が 成立 した。 そ の内 容 は1989年 以 降重 債 務 国

に対 して適 用 され てい る ブ レ イデ ィ ・プ ラ ンに基 づ き,利 払 い の減 免,債 務 国

に よ る額 面 以 下 で の 債 務 の買 い戻 し,既 存 債務 の 他 の 債務 ・株 式 へ の 転 換 等 の

手 段 に よ り債 務構 成 を変 更 す る とい う もの で あ る。 実 際 の削 減 額 は オ プ シ ョン

の 運 用状 況 に よ っ て決 ま る2%

前 掲 の 第2表 に よ り債 務 削 減 の資 金 フ ロ ー に与 え た 影 響 を み る と,金 利 減 免

額 は91年 の8億7100万 ドルか ら92年24億700万 ドル に著 増 して い る。 た だ し実

際 の 金 利 支払 い額 は1991年 の 交 渉 成 立 以 前 は 一 方 的 に延 滞 してい た た め ,さ ほ

ど変 わ って い な い。 レか し第3表 によ り中 長期 で ポ ー ラ ン ドが 実 際 に使 え る資

金 で あ る総 純資 金移 転 の推 移 をみ る と,80年 代 後半 に は10億 ドル規 模 の 資 金が

流 出 して い た の に対 し,90年 に流 出 額 ば2億3200万 ドル に激 減 し,91年 には プ

ラス に転 じて い る こ とが わ か る。

20)LiamP.Ebd皿etal..砲c蹴,p.76.

21)ノ8霞孟,P.77.

22)1み2d、p.78.
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第3表 総純資金移転の変化 (百万 ドル)

198519861987 1988 198919901991 1992

一962-317-1 、437-1,068-1,152-232 266 一27

〔出所)WwldBank,WoddDeb,Tables,1993-94,Vol,2,1993,p.366.

こ の よ うに,IMFの 構 造 調 整 開始 後,ポ ー ラ ン ドの 国際 収 支 は大 幅 に改 善

し,輸 入 の 拡大 に よる投 資 と消 費 の 増 加 が 可 能 に な って い る。 ま た債 務 問 題 に

関 して,債 権 国 政府 ・民 間銀 行 との 関 係 が 正 常 化 さ れ た こ とは資 本 流 入 の 拡 大

に と って 重 要 な 意 味 を もつ 。 ポ ー ラ ン ドに対 す る100万 ドル 以上 の 大 規 模 直 接

投 資 は 契 約 ベ ー スで1992年 の14億800万 ドルか ら1993年 は30億 ドル,1994年 は

43億2100万 ドル33)と著 増 して い る。IMFの 構 造 調 整 は外 国か ら の投 資 の誘 発

とい う点 で成 果 を収 め てい る とい え よ う。

Vお わ り に

以 上,1990年 代 初 め の 時期 に お け る ポ ー ラ ン ドの 市 場 経 済 移 行 過程 をIMF

コ ン デ ィシ ョナ リテ ィとの 関係 に注 目 し な が ら考 察 して き た。 要約 す る と,

ポ ー ラ ン ドで は.体制 移行 の モ デ ル ケ ー ス と して シ ョ ック療法 に よ る早 期 の体 制

移 行 が 構 想 され た が,安 定 化政 策 の執 行 に よ らてIMF・ 政 府 当局 者 の予 想 を

超 え る不 況 が 生 じ,1991年 末 に財 政 金 融 政 策 にお け る コ ンデ ィシ ョナ リテ ィの

緩 和 を余 儀 な くされ た 。 そ の 後.1993年 に成 立 した 企 業 ・金融 再建 法 お よ び大 規

模 民 営 化 法 に よ って,難 航 してい た 国 営 企 業 の株 式 会社 化 と株 式 公 開 に よ る民

営 化 が 進 め られ よ う と してい る。 こ う した 改 革 の進 展 が 評 価 され て94年3月 に

民 間債 務 削 減交 渉が 成 立 し,国 営 大 企 業 の 民営 化 が 本格 化 す る道 が 開 か れ た 。

IMFの 構 造 調 整 の評 価 は,ポ ー ラ ン ドの投 資先 と して の環 境 整 備 に果 た し

た役 割 か ら評価 す る必 要 が あ り,今 後 の 産 業,金 融 のEUへ の統 合 課 程 を分 析

す る こ と を も って次 稿 の.課題 と した い.。

23)P・lishAgencyI。xF・ ・eignln・es加 ・nt、P・ 蝕冠 盈 ・ぬ 桝 副 ・'FactsFigure・ α・4R・ 罰'伽 ・・,

L～α醒η星m/%,1995,P.34.


